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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図７

活動のプロセス（図 8）

図５ 図６
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５．当日の様子

取り組んでいる様子



64

教職センター年報　第19号

親子でつくった作品
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６．結果および考察

本ブースの実施後にアンケートデータを収集することはできなかったため、本報告では観察結果に基づ
く考察を行う。以下に、本ブースの実施を通して得られた主な成果と気づきをまとめる。

①自由な環境が子どもの成長を促す可能性
観察の結果、説明を受けた参加者はすぐにウォークラリーに取り組み、親子で協力しながら自然物を収

集していた。説明を視覚化した点が行動を促進した一因と考えられるが、特に「自由に選択できる」環境
が参加者の主体性を引き出していたと考えられる。その後の工作活動においても、子どもたちは自然物を
使って積極的にオリジナルの公園を作るなど、創造的な活動を行っていた。これらの様子から、自由な活
動環境が子どもの成長を支える重要な要素であることが改めて確認された。

②子どもの興味を引き出す「きっかけ」の重要性
本ブースでは、自然物を用いた「小さな公園づくり」をテーマにした活動を提供した。参加した子ども

たちがウォークラリーや工作が得意であったかは不明だが、自発的に素材を選び、独自のアイデアを生か
して作品を作り上げる様子が見られた。また、子どもだけでなく保護者も楽しみながら活動に取り組む姿
が確認された。このように、子どもたちの潜在的な能力を引き出すためには、特別なスキルや準備を必要
としない「きっかけ」を提供することが効果的であると考えられる。

７．結論および今後の課題

本報告では、自然遊びブース「親子でつくろう小さな公園」の実施内容と観察結果をもとに、子どもの
主体性や創造性を引き出す要素について考察を行った。本ブースの活動を通じて、自由な環境や簡単な
きっかけが子どもたちの意欲的な参加を支えることが示唆された。今後は、公園遊びや自然遊びが子ども
たちの成長や創造性に与える影響をさらに深く検証し、その知見を社会に還元していくことが求められ
る。また、子どもたちだけでなく、多世代が共に学び合い成長できる社会を目指した取り組みを推進して
いきたい。
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（１）幼稚園教諭部門（板橋） 児童学科・保育科　石川 昌紀

Ⅰ　板橋校舎

令和6（2024）年度、これまでに学んだ知識や技術の検証とともに習熟に努めようと、児童学科と保育
科そして児童教育学科、総勢609名の学生が延べ430園での幼稚園教育実習に臨んだ。
春は5月13日（月）～ 5月24日（金）に、児童学科4年次184名が134園へ赴いた。保育科2年次は5月

27日（月）～ 6月7日（金）に、84名が64園へ赴いた。例年通り、東京都教育委員会の公立幼稚園や大
学が指定する私立幼稚園、認定こども園等の協力を得て10日間の責任実習（部分・一日）を行った。併
せて、2回目となる教育実習のため、自己開拓を望む地方出身の学生は実習希望園に赴いた。秋は10月28
日（月）～ 11月11日（月）に、児童学科3年次219名が134園へ赴いた。11月12日（火）～ 11月25日（月）
には、保育科1年次の64名が51園へ赴き、同時に児
童教育学科3年次の58名が47園での実習へ臨んだ。
例年通り、大学が指定する幼稚園や認定こども園の
協力を得て10日間の観察・参加実習を行った。加え
て、児童教育学科3年次の学生は、一度きりの幼稚
園教育実習となるため、責任実習（部分・一日）に
も臨めるような準備をして赴いた。
いずれにしても、課題の明確化や実習改善の必要

性を鑑みて、新たに中間評価を導入した。取り組み
の目的は、右図に示すような実践と省察の往還を通
した評価によって、実習に対する学び手の意識向上
を図ることである。
実習指導室は、絵本やパネルシアターそして多くの紙芝居を所蔵している。学生は、実習間近になると

実習をイメージしながら頻繁に来室する。期待と不安が交錯する中で、保育者になる自分に向き合う真摯
な姿、学友と対話しつつ最善の準備で臨もうとする姿に成長を感じた。

実習の最中で心が折れそうになった時、実習授業担当、実習指導室、
担任、巡回指導の先生方に励まされ、さらに心許せる仲間にも支え
られ、気持ちを新たにして臨む姿をみた。
実習を終えて戻って来た学生は、意欲にも態度にも変化がある。
たとえ辛くて苦しい実習の機微であっても、やり切った後には口を
そろえて「楽しかったです！」「学びになりました！」と振り返る。
特に、実体験を通して学んだ社会人としての基礎は、人柄や印象さ

えも一変させた。実習の事後指導では、自分しか知らない幼稚園等を省察したあれこれから、自分が知ら
ない幼稚園等のあれこれのフィードバックを得る。堅実な学びの足跡のみならず、悲喜こもごもの経験、
その気持ちの移ろいも含めて語り合い、フィードフォワードに活かそうとする。それゆえに、保育者への
適性は学力だけでははかれないと感じる。
今後も実習運営や学生指導において、教育実習指導チーム内のより緊密な連携と先入観にとらわれたり

しない関わりの涵養を図り、実習協力園や学科・科全体の協働性を高めていきたい。また、可能な限り、
保育職を志望したくなるような就労意欲の高い保育者の養成に尽力したい。
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（２）幼稚園教諭部門（狭山） 子ども支援学科　岩立 京子

・幼稚園実習者　75名
・実習園数　71園

（１）４年次４週間の教育実習に関する学生の認識
学生は４週間の幼稚園教育実習を４年次（６月3日～ 7月22日）に行った。実習前にはほとんどの学生

が、４週間という実習期間だけでなく、「指導や援助がうまくできるか」、「指導案が書けるか」、「ピアノ
が上手く弾けるか」、「責任実習が問題なくできるか」などに不安を示していた。しかし、事前の教育実習
指導で、実習の手引きを使って実習の意義や手続き、諸注意等を伝えるとともに、指導案の書き方やその
実践化（ロールプレイ）を個別、あるいはグループワークなど多様な方法を用いて丁寧に行い、慣れるこ
とにより、「問題なく実習に入っていけた」と感じる学生が多かった。一方で、やはり、4年次に４週間、
継続して実習を行うことに不安を感じる学生は少なくない。文科省は、一度に長期間の実習を行うのでは
なく、学校体験などを実習前に実践体験を積むことを推奨しており、実際に教育実習４単位中、２単位の
学校体験活動を認めている。今後は、基礎（観察）実習と応用実習に分けることや、２単位の学校体験活
動をカリキュラム化することで、学校現場と大学との「学びの往還過程」を保証することが重要である。

（２）幼稚園、保育所への就職状況について（令和6年12月26日時点）
共働き家庭の増加により、長時間保育へのニーズが高まり、保育所のニーズが高まるとともに、こども

園の数が増している。今年度の12月26日時点の就職先は、保育士が3人、幼稚園教諭が11人、特別支援
学校教諭が2人、保育教諭が6人、その他（児童指導員、生活指導員、児童相談・児童厚生員、一般職）
13人となっている。教職へ進むものは、幼稚園と特別支援学校で合計13人である（12月26日時点）。保
育所が昨年同様に高い比率を占めているが、今後は、1号、2号、3号認定のいずれの子どもも受け入れる「こ
ども園」の増加が考えられ、保育教諭として就職する学生が増えてくる可能性が高い。子ども支援学科は
あらゆる子どもの支援を行う専門職の養成を目的としているので、学生の就職先も、保育・教育・支援の
多様な場に広がっている。
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（３）小学校教諭部門	 初等教育学科　岩﨑 香織

令和6年度の小学校教諭部門は、「教育実習（小）」の科目担当者（岩﨑）に宗像助教が新分担者として
加わり、介護等体験（若井講師）と事務（早田助手）を含め、4名体制で児童教育・初等教育学科の介護
等体験と小学校教育実習の運営にあたった。通年で第2金曜日3限目に上記メンバーで部門会議を行い、
令和7年度学生便覧以降の「教育実習（小）」履修条件の見直しや介護等体験・小学校教育実習参加前の
麻疹等の抗体価検査導入の方向性について協議し、科内会議への提案等を進めた。
今年度の介護等体験は、初等教育学科の2年生78名と3年生1名（計79名）が5～ 7月に社会福祉施設（介

護老人福祉施設　シルバーピア加賀）5日間、9～ 12月に都内特別支援学校（都立王子特別支援学校、都
立田無特別支援学校、都立あきるの学園、都立中野特別支援学校、全4校）2日間の学外実習に参加した。
この数年間の本部門の介護等体験は、昨年度まで新型コロナウィルスの特例措置を適用し、令和2～ 4年
度にオンライン学習による代替措置、令和5年度に都立北特別支援学校にて7日間の学外実習を行ってき
た。今年度は、初等教育学科として初の介護等体験となり、5年ぶりに新型コロナウィルス特例前の介護
等体験（社会福祉施設5日間、特別支援学校2日間）と同様の学外実習に戻ったが、社会福祉施設と特別
支援学校のいずれもコロナ禍前の実習先と異なり、特別支援学校の学校数が増えたため、特に実習先の確
保や実習生への事前指導に関し、中高部門のご支援・ご協力も得ながら、今年度の学外実習を進めた。介
護等体験期間中は、大きなトラブルもなく、家庭都合や体調不良により実習期間を変更した学生例もあっ
たが、参加した学生の様子から、各実習先でさまざまな介護の体験を行う中、多様な学びがあったことが
伺えた。特に職員や教員といった支援者の方々の介護や教育の様子を見て、対人支援に関する考え方や具
体的な方法を学んだという学生の感想が多かった。また、実際に支援対象の方々の介護を行う中で、言葉
や行為によるコミュニケーションや感情の交流が生まれた学生例も多かった。対面実習ならではの介護等
体験の成果がみられ、小学校等の教員を目指す学生にとって、今後を見通し学修に取り組む上で有益な機
会となったと考えられる。
小学校教育実習（4週間）は、5月7日～ 11月25日に4年生92名、科目履修生1名が参加した（前期86

名、後期7名、計91校）。本学科の小学校教育実習には、大学設定の教育実習以外に各教育委員会が募集
する教師塾参加者の長期的な教育実習がある。今年度は、彩の国かがやき教師塾マスターコースに学生3
名が参加した（令和6年1～ 12月）。令和6年度小学校教育実習は、5年ぶりに新型コロナウィルスの教育
実習特例のない状況下で行われた。幸いなことに、今年度は、期間中に実習校での学級・学校閉鎖が一例
もなく、研究授業がオンラインでの実施に変更される等の特殊な例もなかった。ただし、配属学級の実習
指導教員が感染症のため欠席したケース、実習生自身が発熱（出席停止の感染症以外の感染症に罹患）し
実習を欠席するケースがコロナ禍同様に多かった。小学校教育実習に参加した4年生は、大学生活の初期
と新型コロナウィルスの流行時期が重なり、1年次授業をオンラインや分散登校、2年次授業をマスク着用、
介護等体験を代替措置（オンライン学習）で行った。それらの学生生活の影響から、小学校教育実習に必
要とされる学生の体力作り等が不十分であった可能性がある。しかし、今年度4年生の教員採用試験合格
率は、昨年度と同様に約７割と高かった。来春には、幼稚園教諭を含め、児童教育学科では8割以上の学
生が教師となる。
今年度は、「教育実習（小）」の事後指導として、４年生が3年生の授業「授業実践演習Ⅱ」へ参加し、

模擬授業後に後輩へのアドバイスを行った。3・4年生の縦割り授業「授業実践演習Ⅱ」に参加した3年生
からは、4年生のコメントが具体的でとても役立ったとの感想が多かった。今後も、学生の介護等体験や
教育実習以外の学外実習経験を増やすなど、小学校現場で長期的に活躍できる教員養成に力を入れていき
たい。
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（４）中学校・高等学校教諭部門	 中高教諭部門　野上 遊夏

今年度は、中高教諭部門では運営上の大きな変更はなく、他部門との連絡調整も綿密に行われ、概ね順
調に教員養成に取り組んできた。
昨年度から教職実践演習の一部に、現代における教育課題をテーマとした探究的な学修を組み入れてい

る。今年度は14回の授業のうち8回を探究的な学修とし、内容ごとに異なる教員がオムニバスで担当し
た。教育実習と同時進行となる学生があり、また、学生によって学習の深化に違いが生じるなど、いくつ
かの課題があるためそれらを改善し、次年度も同様の形態で実施する予定である。
教育実習は大きなトラブルはなく終了している。全国的に教員採用試験の受験者は減少しているが、教

育実習を経て教員志望に転向する学生があるため、実習の経験は重要であるといえる。実習校との連携は
引き続き重視していきたい。文部科学省の方針により、教員採用試験の時期が早まっている、または前倒
し受験を実施するといった自治体がみられる。前述したように実習により進路を変更する学生がいること
から、教育実習期間については検討の余地がある。しかしながら、専門科目の履修状況を踏まえると、教
育実習は現在の通り4年次の実施とする方が学生には負担が少なく、専門性も身につくように思われる。
介護等体験はとくに問題はなかったが、大学の授業との兼ね合いで、実施時期の設定には工夫を必要と

した。昨年度から特別支援学校での実施枠を増加しているが、その結果、特別支援教育に関心が高まり、
進路選択につながる学生が少数ではあるが出ている。これは介護等体験の本来の趣旨とは異なる副次的な
効果といえよう。
ここ数年、学部では教職課程履修者が漸減している。学科によっては、5年前の2倍の履修者となって

いることもあるが、学部全体としては減少し、2024年度もその傾向は続いている。一方で、短期大学部
では履修者が増加しており、今年度の1年次生はこの5年間で最大の11名となっている。社会人も複数名
が入学して教員免許取得に向けて努力中である。短大を卒業後に教職に就く者は、教職を履修する学生数
に対する比率から考えると学部より多い。これは、教員免許を取得可能な短期大学が大幅に減少している
影響かと思われるが、教員免許取得の目的が明確で学修意欲の高い学生が多い特徴がある。
昨今、教員離れがいわれているなか、本学からの教員採用試験の受験者は毎年度少しずつ増えており、

合格率も上がっている。教員不足の折、志望者が増えているのは、教職そのものが忌避されているわけで
はないことを示している。また、年度の途中であっても非常勤講師の求人があり、学部生を臨時免許で採
用する自治体もある。ただし、教職に就く者が増えてゆけば、教育現場の困難な状況の改善が少しずつ進
んでいるとはいえ、安心して働くことができず離職する者が増加することも懸念される。採用後のことは
大学の職務や権限の範囲を越えるが、これまでも各大学で卒業生を個別にサポートしている実態はあり、
今後、現場との連携も含めて支援体制の構築が必要になることも考えられる。また、教員採用試験対策は、
公立学校を主な対象としているが、私立学校教員を志望する者もあるので、学生への情報提供は引き続き
行っていきたい。
教職センターの業務は、実習校や教育委員会等との調整、教育実習の事前・事後指導、教育実習中のト

ラブルへの対処や進路の悩みへの相談など、専門性と経験が必要な内容が多い。部門内で情報を共有し、
属人化しない工夫をしているが、マニュアル化が難しく個々のスタッフの力量や知識に頼っている部分を
いかに受け継いでいくかが、今後の課題である。
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（５）栄養教諭部門	 栄養教諭部門担当者　塩入 輝恵

教職課程の集大成ともされる「教職実践演習（栄養）」授業が今年度も無事終了し、安堵している。こ
の授業は最終学年の後期に開講され、教育実習条件を満たした学生が実習完了後に臨む。ただし、例外と
して実習期間がこの開始時期に重複する学生もいる。授業は実習を含む教職課程全体を振り返りながら、
講話・講演の聴講、教育実習での体得や学びを活かした提示課題の解決に向けたグループ討議、補足すべ
き各自の課題の明確化などの取組である。
「栄養士」や「管理栄養士」課程の単位取得を必須とする「栄養教諭」免許状取得達成までの道のりは
容易いものではない。学生たちが示す目的の多くは「将来に役立たせるため」であり、「栄養教諭になる
ため」と強調する者はごくわずかである。では「将来に役立てるため」とは何を意味するかと問うと、「就
職に役立てたい」と正直に答える。栄養教諭制度創設以前の時代にも同様の声を耳にしていたが、現在の
学生からは微妙な変化を感じる。
確かに資格免許は個人がその取得のためにその課程に定められた科目の知識やスキルを身に付けたこと

の証明であり、特定の職務に従事する許可を与えられるものである。
就職活動を題材としたある小説に遭遇した。就活方法も様変わりして久しいが、懸命に活動する学生の

大変さが伝わってくる。後期開講期授業における就活にかかわる欠席は卒業学年だけに多くはないが、内
定者を対象としたミーティング参加を理由に欠席する学生が存在した。大学の正規時間割授業出席のため
不参加は認められないのかと尋ねると、難しいという。しかし、決してそうではないことやどうしても参
加しなければならないという学生の心の内を知ると同情してしまう。つまり、不参加は許可されるが、参
加しないと同内定者とのコミュニケーションの機会を失ってしまうことに強い懸念をいだいている様子が
窺われたのである。一方で欠席する際には学生が必ず授業出席に代替する欠席課題の提示を求めてくる。
その機械的ともいえる姿勢には、いささか閉口すると同時に、計画性の高さを感じつつ、逆に学生の時間
的余裕のなさも浮き彫りになる。
保健、医療、福祉分野という職域で、ヒトと食を軸とした専門を活かす栄養士や管理栄養士としての内

定であるならば、教職領域でなくとも応援したくなるのも本音である。
「栄養教諭」採用試験受験資格の条件は、各自治体によって異なる。新卒者受験もあれば、「学校給食の
管理」（学校栄養職員）を1年、3年、6年など数年経験した後に可能などである。
後者は特に、栄養士や管理栄養士として「学校」という保健領域において、栄養と衛生基準を満たす児

童や生徒の健全な成長・発達のための安全で安心な食事の提案（献立作成）とその提供を経験したうえで、
専門分野の教員として「食に関する指導」を教育として施していくことが追加されるといったプロセスで
ある。
数多くはないが、卒業して数年後に「栄養教諭」や「学校栄養職員」として勤めているという情報を得

ることがある。自他ともに先の人生はわからない。しかしながら、これまでの取組で身についた知識やス
キル、経験とその証明や許可書は、決して他者に盗まれることはなく、重要なのは各場面でこれを活かせ
るよう常に意識していることではないかと考える。
今年度、卒業時にこの免許状を受け取ることができない学生の存在が明らかになった。理由は教職課程

必須科目の不合格であるが、本人からの報告もないためその経緯は把握できていない。当該学生が報告す
る力を身に付け、免許状を取得できるよう最後まで応援したい。
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（６）養護教諭部門	 心理カウンセリング学科　沢田 真喜子

心理カウンセリング学科養護教諭部門からは、本年度の「教育実習」及び「教員採用試験対策」におけ
る取り組みを報告する。

（１）教育実習
令和6年度は、養護教諭を目指す学生43名が、4月8日から6月21日までに、3週間（15日間）の教育

実習に臨んだ。本学科の教育実習生を受け入れていただき、養護教諭としての実践のみならず、保健教育
や特別活動等の学級担任等の教育実践にかかわることをとおして、将来、養護教諭となる上で必要な基礎
的な資質・能力の基礎を培ってくださった実習校の皆様に、心より感謝申し上げます。
このわずか3週間という短い実習期間を、一層充実させるために実施された事前指導では、学生がこれ

まで学んできた学校保健及び教育に関する基礎的な知識・技能を、実際の教育現場で総括的に活用し、実
践できることを目指して行われた。学生たちは、教育実習前に行われた実習校の指導教員及び指導養護教
諭との打ち合わせを終えると、いよいよ目前となった養護実践に対し、実習目標を達成するための自らの
課題を適確にとらえながら、そして、各学校における児童生徒の特性を理解した健康診断、救急処置、保
健指導、授業実践となるよう既修の学修内容を振り返り、実践するために必要な知識・技術を主体的に身
につけることができていた。何より学生は、児童生徒の健康と安全を守り育てる養護教諭の職務を自覚的
にとらえ、児童生徒とのかかわりや適切な対応とは何か、校内の教員や学校医、そして保護者との連携の
ために必要なコミュニケーションを円滑に図ることができるのかについて不安をいただきながらも、学科
の仲間や教員と積極的にかかわることで教育実習の意義を意識化していった様子であった。
3週間の教育実習を終えた学生たちは、指導教員による指導のもと、児童生徒との直接的なかかわりを

通じて実践した実習経験が充実したものであった様子がうかがえた。これらの経験は、教育実習後の事後
指導、教職実践演習等の機会をつうじ、学びを深化できるよう構成的に指導した。
今後も、より充実した教育実習となるよう大学での学修が、ボランティア活動も含めた体験的でより臨

床的な学びとなるよう工夫したい。そのために、学生自らが自身の経験を他者との意見交換等により、客
観的で批判的に捉えることのできる内省の機会も確保できるような指導を進め、学生の資質向上につなげ
ていきたい。

（２）採用試験対策
養護教諭を目指す学生を対象に採用試験対策を行っているが、本年度前期は、5月30日から9月6日ま

での期間に19講座（個人・集団面接、集団討論、実技指導、場面指導、模擬授業）を開講し、のべ186人
（既卒26人を含む）が参加した。実技及び場面指導は養護教諭部門の教員が担当し、他の講座については
本学科の教員や外部講師の協力も得ながら実施した。受験した4年生21名のうち8名が合格（1名は私立
高校も合格）し、卒業生も7名が合格した。いわゆる前倒し受験では、3年生17名が合格した。前年度よ
り、2年生からの受講を可能としたが、今年度も多くの学生が採用試験対策の機会を活用している。後期
は，19講座を開講し，今後も、養護教諭として職務に就くという目標を実現できるよう、教職センター
との連携を一層強化しながら、学科でのサポートの充実を図っていきたい。
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（７）特別支援学校教諭部門	 子ども支援学科　阿部 崇

特別支援学校教諭部門では授業「特別支援教育実習（事前事後指導を含む）」を履修する4年生の特別
支援教育実習を中心に報告を行う。令和6年度においては、特別支援学校教諭一種免許状取得見込みの4
年生は21名であった。実習期間は最も早い実習が8月下旬から始まり、最も遅い実習が12月下旬に終了
する長い期間での実習日程であった。実習の事前指導は、4月に事前ガイダンスを実施し、学習指導案の
作成に関する指導、さらには教育実習生としての心得や教育実習の流れに関する指導を行った。また、教
育実習が本格的に開始となる前の8月には直前ガイダンスとして実習の際の心構えや注意事項、さらには
文部科学省の「教育実習等におけるハラスメントの防止及びその適切な対応等」に関する動画を視聴し、
最終的な確認を行った。
実習の巡回訪問指導は基本的には研究授業日に巡回訪問し、授業参観を行い、授業後に実習生と個別の

反省会を実施した。大学の授業の関係上、研究授業日ではない日程に巡回した学校もあったが、前日等に
訪問させていただき、プレ研究授業を実習生にフィードバックするケースや、後日訪問させていただき、
研究授業を撮影した動画を拝見して実習生にフィードバックを行うケースもあった。研究授業日ではな
かったが、実習校の先生方からは訪問の感謝の言葉をいただき、学生からは巡回してもらった喜びの声が
聞かれた。また動画を視聴して客観的に授業を振り返ることにより、一定の教育効果があったと考えてい
る。さらに、学校によっては研究授業協議会に巡回した教員が参加させていただいたケースもあり、実習
校の先生方を含め研究授業の振り返りを実施した。本年度は実習生全員が新型コロナウイルス、インフル
エンザ等の罹患により一時中断することなく、教育実習を実施することができた。大学側で提示したルー
ルを学生が遵守し、専門性を意識した姿勢と態度で臨んだ結果であったと考える。
実習の事後指導は実習報告会を12月に「特別支援教育実習（事前事後指導を含む）」を履修している3、

4年生を対象に実施した。実習報告会は、前半は代表者による全体に向けた実習報告を実施し、後半は3、
4年生をそれぞれ3つのグループに分け、報告と質疑応答を行い、さらには個別相談を実施した。グルー
ピングは出身県や実習校さらには障害領域（知的障害、肢体不自由、病弱）や配属学部を配慮し、3、4
年生の繋がりを重視して学生同士の有意義な意見交換ができるよう設定した。4年生は個々の教育実習の
状況について共有することで学びを深め、3年生は先輩の報告を聴くことにより実習についての見通しを
持ったり、実習に臨む姿勢を学んだりする機会となった。
最後に、本年度4年生の進路については、１名が茨城県公立学校教員選考試験を受験して、昨年度に引

き続き特別支援学校教諭として採用されることになった。さらに、講師等の臨時採用教員を目指している
学生も数名いる。教員不足が深刻な社会問題となっている現状を考えると、茨城県や神奈川県のように、
幼稚園教諭の基礎免許を有する者であっても特別支援学校教諭の教員採用試験を受験できる自治体が増え
ることを望む。



活　動　報　告
教職課程基礎資料

（１）教職課程履修者数

（２）教育（養護）実習者数、介護等体験者数

（３）教育（養護）実習校数・園数、介護等体験校数・施設数

（４）教員免許状取得件数

（５）令和５年度卒業生就職状況

（６）令和６年度　教員採用試験合格者数
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（１）教職課程履修者数	 Ｒ7.1現在

大学
１年 ２年 ３年 ４年

児童学科 226 230 226 189
児童教育学科・初等教育学科 70 79 93 92
栄養学科 62 52 51 47
管理栄養学科 68 67 38 58
服飾美術学科 40 28 35 32
環境教育学科・環境共生学科 8 12 18 5
造形表現学科 51 48 37 25
英語コミュニケーション学科 33 21 14 14
心理カウンセリング学科 70 68 40 37
教育福祉学科 3 2 2 2
子ども支援学科 109 96 112 87

短期大学部
１年 ２年

保育科 64 84
栄養科 15 12

（２）教育（栄養・養護）実習者数、介護等体験者数

教育（栄養・養護）実習者数・介護等体験者数
教育実習者数 介護等体験者数

令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度
幼稚園教諭部門：板橋 609 625
幼稚園教諭部門：狭山 75 112
小学校教諭部門 93 90 79 93
中・高教諭部門 128 179 162 186
栄養教諭部門 87 76
養護教諭部門 43 38
特別支援教育部門 21 26 ※延べ人数
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（３）教育（栄養・養護）実習校数・園数、介護等体験校数・施設数

教育（栄養・養護）実習校数・園数、介護等体験校数・施設数
教育実習校数・園数 介護等体験校数・施設数

令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度
幼稚園教諭部門：板橋 430 453
幼稚園教諭部門：狭山 71 88
小学校教諭部門 92 89 5 1
中・高教諭部門 121 167 6 5
栄養教諭部門 84 75
養護教諭部門 43 38
特別支援教育部門 20 23 ※延べ園数

（４）教員免許状取得件数	 （令和７年１月現在、令和６年度は「見込」数）

免許状 １種 ２種
令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度

幼稚園教諭（板橋） 233 251 83 105
幼稚園教諭（狭山） 76 110
小学校教諭 92 90
中学校教諭 家庭 52 62 3 8

理科 11 28
美術 23 20
英語 13 25 17 27
社会 2 1
計 101 136 20 35

高等学校教諭 家庭 57 66
理科 10 28
情報
美術 24 24
英語 14 24
公民 2 1
計 107 143

栄養教諭 東京都一括申請数 19 19 14 10
個人申請件数 29 20 28 21

養護教諭 35 38
特別支援学校教諭 21 25
合計 713 832 145 171
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（５）令和5年度卒業生就職状況（学校・幼稚園関係）� R7.1現在

校種 雇用形態 都道府県別 合計
小学校 正規 東京都22、埼玉県17、さいたま市２、千葉県・千葉市12、茨城県２、神奈川県１、

横浜市６、栃木県１、山梨県１、新潟県１ 65

臨任等 埼玉県６、横浜市２、群馬県１、長野県１ 10
中学校 正規 東京都３、埼玉県10、千葉県・千葉市２、神奈川県２、栃木県１、福島県１、長野県１、

愛媛県１、山口県１ 22

臨任等 東京都３、埼玉県４、山梨県１ 8
高等学校 正規 東京都１、埼玉県１、群馬県１、長野県１、兵庫県１ 5

臨任等 東京都１、埼玉県１、千葉県１、香川県１ 4
特別支援
学校

正規 茨城県１ 1
臨任等 埼玉県１名、さいたま市１、群馬県１名 3

養護教諭 正規 東京都３、埼玉県１、千葉県１、茨城県１、群馬県１、福島県１、岩手県１、秋田県１ 10
臨任等 東京都４、千葉県１ 5

栄養教諭 正規 0
臨任等 0

幼稚園
教諭 正規

公立 東京都４、埼玉県１ 5

私立 東京都35、埼玉県39、千葉県５、神奈川県４、栃木県１、山梨県１、茨城県１、
その他（海外など）２ 88

保育教諭
正規

公立 千葉県２ 2
私立 東京都５、埼玉県５、千葉県８、群馬県２、栃木県１、茨城県１、長野県１ 23

（６）令和６年度　教員採用試験合格者数（都道府県政令市別・公立）	

校種
小学校教諭

中学校・高等学校教諭
栄養教諭 養護教諭 特別支援

学校教諭
幼稚園教諭

（保育教諭含む）都道府県 理科 美術 家庭 英語
東京都 22 3 6 1 2 1（家庭） 1（補欠4）
埼玉県 17 2 4
さいたま市 2 1
茨城県 2 1 1 1
栃木県 1
千葉県・千葉市 12 1 1 2 1
神奈川県 1 1
横浜市 6 1 2
山形県
新潟県 1
山梨県 1

公立
合計 65 1 8 14 1 0 6 2 1

（R7.1現在）



体　験　記

１．教育実習
　　１）幼稚園教諭（板橋）
　　２）幼稚園教諭（狭山）
　　３）小学校教諭
　　４）中学校教諭
　　５）栄養教諭
　　６）養護教諭
　　７）特別支援学校教諭
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１）幼稚園教諭（板橋）
保育科　松村 佐和子

県立高校教諭を定年退職後、社会人入試枠で短期大学部保育科に入学しました。幼稚園教諭二種免許状
取得のためには１年次に観察実習、２年次に責任実習を行う必要があります。高齢学生であること、通学
に２時間以上かかることなどの理由から実習配属先の決定にあたっては幼稚園実習指導室の先生方にご苦
労をおかけいたしました。
１年次の観察実習先は、埼玉県の私立幼稚園でした。教育現場に慣れているとはいえ、幼児を目の前に

すると戸惑いや不安ばかりで全身が硬直するような感覚でした。実習にあたって、日誌の他にクラスの子
どもの個人記録を毎日提出するよう実習園よりご指導がありました。年少クラス２９名の一人ひとりにつ
いて保育中の姿を記録しました。この記録のために毎日クラス全員の子どもと何らかの形で関われるよう
に努力しました。日誌を書くことだけで精一杯、さらに個人記録を作成することは大きな負担でした。し
かし、記録をすることで子どもの動きや発した言葉、子どもの特徴、子どもの同士の関係を理解すること
につながりました。子ども一人ひとりに応じた対応や言葉がけができていたのか、自分自身の言動の省察
にもなりました。また、記録に対し、指導者の先生から毎日コメントをいただくことで子ども一人ひとり
の「良いところ」を捉えた援助のあり方を学び深めることができました。このように、実習を通して短大
の授業で学んだことを理解できることも多くありました。それを踏まえて、実際に子どもとどのように関
わればよいか、どのように声を掛けたら伝わるのかを考え、実践に繋げることができました。保育者は子
どもの今だけでなく、この先どのように成長してほしいかを考えて援助していることに気づきました。ま
た、子どもの気持ちや動きに対して「待つ」「褒める」「認める」保育をすることの重要性を再認識するこ
ととなりました。
２年次の責任実習先は、埼玉県の公立幼稚園でした。設置数の少ない公立園で実習をさせていただく貴

重な機会を得ることができました。この実習では登園から降園までの一日責任実習を経験しました。「子
どもの姿を捉えた保育計画の作成、実践、省察を通して保育技術の向上を図る」という大きな目標を立
て、実習に臨みました。実習初日より毎日、実習担当の先生から指導案作成に関するご指導をいただきま
した。子どもについて理解を深め、その子どもにどのように育ってほしいのか、保育者の願いがねらいに
反映され、それが指導計画となって保育につながっていくことを指導案作成を通して理解しました。計画
に当たっては子どもが主体となるような保育の流れを考え、活動の中で起こりうることを予想し、その場
合にはどのようにするかという援助の方法を想定しておくことが必要であることもわかりました。責任実
習を意識すると先生方の援助の一つひとつに意図があることに気付くようになりました。実習最終日に責
任実習を行いました。主活動に思いのほか時間がかかり、途中から計画の変更を決断しなければならなく
なりました。担任の先生は「計画通りでなくても、ねらいと子どもの姿を捉えて進めてください。」と淡々
とアドバイスをくださいました。保育者が目の前の子どもの姿を捉え、子どもが楽しみや面白さを感じる
ことができるように臨機応変に活動を展開することの大切さを知ることができました。
教育実習にあたり、幼稚園実習指導室の先生方に教材研究を中心としたアドバイスをいただいたり、私

たちの不安や心配に対して丁寧に答えていただいたりするなど、お世話になりました。実習期間中は実習
日誌の記入、指導案の修正に時間がかかり毎日がとても大変でした。しかし、この記録がこれからの保育
者人生の支えになると思っています。この貴重な体験を糧に保育者としての道をしっかりと歩んでいきた
いと思います。

 １　教育実習
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２）幼稚園教諭（狭山）
子ども支援学科　子ども支援学部　栗城 あいり

４週間行った幼稚園実習では、４歳児にクラスに入らせていただき子どもたちと一緒に遊びや活動を楽
しみながらも、保育者の姿や環境設定から多くのことを学ぶとともに生活の流れは同じであっても日々異
なる子どもの姿には驚きと新しい出会いの連続であった。
特に印象に残っている場面が、水風船での活動である。水遊びを楽しむ活動の中に水風船を取り入れ、

元々ブルーシートを吊るしてそこへ水風船を投げる活動であったが、前日子どもたちに話した際に「お化
け倒したい！鬼を倒すんだ！」と様々な声が上がった。その姿を見た保育者は、シートにペンで絵を描き
自分たちで的を作る活動を取り入れ、かわいいお化けや怖いお化け、強そうな鬼など一人ひとり楽しそう
に絵を描いていた。水遊びが始まると水風船の割れる様子を楽しむ子や、的に当てて嬉しそうにしている
子など様々な姿が見られた。その中で地面に投げたときの地面の濡れ方がいろんな形に見えると発見した
子がおり、色々な場所で濡れている地面をみんなで見に行きこれは何に見えるかなと考える様子や、線を
引くなど手を加えて顔や動物を作る子もいた。
この場面から保育者が主ではなく子どもが主となる保育活動の展開の仕方を学んだ。元々考案していた

活動から子どもたちの一言で的当てへと広がり、そこに的を作る活動も取り入れることで自分たちが作っ
た特別な物になるとともに、クラス全員で大きな的を作ったことから達成感や自信に繋がるのではないか
と考える。しかし、本活動では水風船を的に当てることがねらいではない。私があの立場にいたらみんな
で作った的当てということに着目し的当ての方へ声をかけてしまう所を、保育者は子どもの様子を見なが
ら「いろんな場所に投げてみよう、まずは水風船を持ってみる？」と全員が的当てしなくても、投げなく
ても水風船との触れ合いが出来るよう言葉がけを行っていた。誰もが水風船に対して面白さを感じている
わけではない。怖いと感じる子や初めて出会う子には面白さを見つけることが難しい。全ての子が水遊び
の活動を楽しめるために、どのような環境設定や言葉がけや必要なのか、まずは水を見ることや触れると
いった一人ひとりのペースで行えるよう、一見、自由に遊んでいるように見える活動に保育者の水遊びを
楽しんでほしいというねらいと水風船を経験してほしいという思いが込められ、活動が展開されているこ
とを学んだ。この活動において、子どもたちに～のような経験をしてもらいたいという、ねらいに沿った
活動の姿を実際に見ることが出来た。私自身も活動を行う上で設定したねらいを見失わず、また一つの活
動に捉われず、子どもたちに経験してほしいことを明確にしながら活動を行っていきたいと思った。ま
た、全員が楽しめるために共通の事柄をゴールとせず一人ひとりの体験を大切にし、自分自身も含め楽し
む気持ちを忘れずに行っていきたい。
地面に濡れた形に着目する子どもたちの姿が面白いと感じた。何気なく見ている景色が子どもたちの目

には色々な形に見えており、子どもたちの発想力創造力に驚かされた。子どもたちは発見の天才であっ
た。何気ない景色には無限大の形が隠れていることを子どもたちから教えてもらい、普段見慣れている景
色の面白さを見つけていきたいと感じた。
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３）小学校教諭
児童教育学科　小野 つかさ

私は５月から６月にかけ、千葉県千葉市の母校である公立小学校で４週間の教育実習を行いました。３
年生のころに幼稚園の教育実習に行きましたが、それが自分にとってはつらい経験であったので、小学校
の教育実習が始まるまでは、授業のこと、子どもたちや先生方とのかかわりなどについて多くの不安を抱
えていました。
教育実習での配属学級は４年２組でした。配属学級に合流したのが、１時間目が始まっているときであ

りましたが、担任の先生が子どもたちに自己紹介をする時間や関わりの持てる活動を入れてくださったの
で、クラスには自分が想像しているよりもはやく馴染むことができました。
１週目は、子どもたちの名前がわからないので顔と名札を見比べ覚えたり、毎日教科主任の先生の授業

を見せていただく時間があったり、講和を聞かせていただいたりと、「教育実習はこんなに大変なんだ」
と思いつつも、日々の活動や学習にやりがいを感じることのできる時間を過ごすことができました。
２週目以降は、子どもたちに対して積極的にかかわりを持つことができたり、様子を見ながら支援や援

助を積極的に行ったりすることができました。授業を持たせていただける機会も増えてくる中で私は、「ク
ラス全員の子どもと毎日かかわりを持つこと」を目標に日々実習を送っていました。これは、配属学級の
担任の先生から、「担任としてクラスのこと、子どものことを理解するために、必ず何かしらの形で全員
の子どもと関わりを持つといいよ」と言っていただけたためです。それまでの私は、話しかけてくれる子
どもとだけ、話をしたり遊んだりしている時間がとても多かったと感じています。しかし、担任の先生が
新しい視点を与えてくださったその日から、授業中や休み時間、給食や掃除の時間など様々な時間を使
い、毎日クラス全員の子どもたちに話かけることを心掛けました。そうすると、今まで自分から話しかけ
に行っていた子どもが話しかけに来てくれたり、プレゼントを作って持ってきてくれたりしました。毎日
子どもたちに自分から何かしらのアクションを起こすことで、子どもたちから見た私の在り方も変わって
いくということを実感しました。
４週目は、教育実習のまとめとして精錬授業や一日実習を行いました。精錬授業をさせていただいた際

には、先生方から「子どもたちのことをよく理解して授業していたね。」と言っていただいたり、子ども
たちからは「今日の授業とっても楽しかった。」と言っていただくことができたり、今までの努力が実っ
たと実感することもできました。日々の子どもたちとのかかわりがクラスでの授業や子どもたちとの信頼
関係につながると強く実感し、学ぶことができました。
４週間の教育実習において、私に関わってくださったすべての先生方、４年２組の子どもたちのおかげ

でとても充実した日々を過ごすことができました。一時期は、教師になることをあきらめていた私に希望
をくださった児童教育学科の先生方にも本当に感謝しています。私は教育実習を通して、子どもたちと関
わること、授業をすることすべてが楽しいと心の底から思うことができました。私は教育実習が終わって
からも、母校に学習ボランティアとして週1回訪れ、子どもたちと関わらせていただいています。
教育実習に行く前に思いつくことのできなかった「教師としてのやりがい」に気づくことができ、自分

の道を決めることができました。来年からは、一人の教師として子どもたちの前に立ちます。教育実習や
学習ボランティアで学んだすべてのことを忘れずに、子どもたち一人一人のことを理解し、成長を支えて
いく小学校教諭になっていきたいです。
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４）高等学校教諭（東京都）
服飾美術学科　谷口 沙織

教育実習は、大学の授業だけでは経験できない現場ならではの学びを数多く得ることができ、とても充
実した3週間でした。私が実習をさせていただいたのは母校である東京都立の公立校です。家庭科の担当
教員は常勤1名、非常勤2名で、家庭科の授業は2時間連続ですが、クラスを半分に分け異なる内容の授
業を1時間ずつ交替して行うスタイルでした。教育実習の中で担当させていただいた授業は、「和服を想
像する」を5時間、「子育て支援」を19時間です。
教育実習では授業のほかに授業見学に特に力を入れました。大学で教わった授業記録の取り方を活用し

たところ、同じ授業を何度も見ても新しい発見が常にあり、大学の学びとの照らし合わせやギャップを発
見でき、充実したものとなりました。家庭科はもちろん他教科の見学も新しい学びが多く、興味深く思い
ました。
今回、先生方のご厚意で、大学での所属研究室のテーマに関連する和服についての授業を担当させてい

ただくことになり、自分の専門である服飾の知識を生かしながら和服の授業を構成しました。家庭科の学
習指導要領と使用教科書からどのように掘り下げて展開するか、楽しみながら取り組むことができまし
た。取り入れたい内容が多くあるなかで心がけたのは、教員の友人が教えてくれた「活動あって学びな
し」とならないようにすることです。生徒が「今後和服を見たときに、意味が“わかる”おもしろさ」を
どこかで実感できる、をねらいとして授業ができたように思います。研究授業の内容は「子育て支援」で
したが、扱う予定の子育て支援制度が、授業期間の直前に変更になったこともあり、最近のニュースに触
れながら更新を重ねて授業を展開しました。授業実習の機会が多かったので、反省をすぐに活かし向上心
を持って取り組むことができました。目指したのは、生徒がよく思考し、考えたことを素直に述べられる
ような、また、答えを書くことよりも考えたことを書ける授業づくりです。難しく思ったのは、慣れた気
持ちにならないように意識していても、何度も繰り返すことで授業がスムーズになりすぎてしまったこと
です。きれいに進めすぎると生徒もきれいにわかった気になって流れてしまうことや、教員自身が毎回違
うコメントを入れたりしながら楽しんで行ってよいといったアドバイスを頂き、最後の授業はいきいきと
それまで以上に楽しんで授業を行うことができました。
日々学びがたくさんあり、先生方のサポートのおかげで充実した毎日を過ごすことができた一方で、授

業作りのために夜遅くまで作業することも少なくありませんでした。私は元々、完璧なものやよいと思う
ものを全力で作るために夜遅くまで作業をしたり、とにかく丁寧に作り込みをすることに夢中になってし
まうところがありました。しかし、その様子を見た担当教員の先生からのお声がけで、私は「教員となっ
て、仕事として長年続けていく日常」を想像できていなかったことに気がつき、はっとした思いでした。
毎日、何ヶ月、何年と教員を続けていくのに、夜遅くまで作業をして効率を落としたり授業の質が落ちた
りするのでは意味がなく、必要のないところで全力を出すのではなく、バランスを見ながら取り組むこと
が大切なのだと気がつきました。この気づきのおかげでそれ以降の実習中は大切なことはなにか、重要視
したいものはどれかを自分のなかで考えて取り組むことができ、体調の改善はもちろん、授業を行ううえ
でも目的意識を持ちながら授業を進められる様になりました。
私が伺った実習校はそれまでの先生方の授業やクラス作りのおかげで、明るく、発言も多くレスポンス

がしっかりとある生徒たちばかりで、この実習校だったからこそ得ることのできた学びの多い実習でし
た。今後、教員としてさまざまな生徒たちと出会い授業を展開していくのが今から楽しみです。
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５）栄養教諭（東京都）
栄養学科　栄養学専攻　森川 唯加

私は5月前半、東京都内の穏やかな住宅地に立地する生徒数約500名（14学級）、教職員数58名の公立
中学校で５日間の実習をさせていただきました。生徒は授業中、先生の話を比較的静かに聞き、グループ
ワークでは積極的に活動するなど学校生活に前向で、元気に挨拶する姿がとても印象的でした。
給食は自校調理方式、栄養教諭の配置はなく、区雇用の学校栄養職員１名が在籍されていました。栄養

職員による専門指導や給食施設案内などは、雇用条件外ということでありませんでした。学校内では食育
活動が行われている様子もなく、校内教職員における栄養教諭制度の理解、食育への意識の低さを感じ、
学校ごとの食育環境の差に課題があることを痛感しました。給食の喫食状況は、味付けご飯や丼物に比
べ、白米の日に米飯が残りがちでした。栄養目標量を満たすための主食割合が多いこと、生徒が普段から
白米を食べる習慣が少ない等が要因として考えられました。「白米とおかずを合わせて上手に食べるとい
う日本の食文化の継承」という役割を給食が果たすためには、主食が白米での献立立案の必要性も強く感
じられ、献立作成者としての工夫、バランス感覚が重要であると感じました。
実習では、給食に関する食に関する指導と研究授業の食に関する指導の実施、複数の教科の授業参観、

生徒総会や運動会練習の参観や補助、先生方による講話を頂戴する等、多くの貴重な経験をすることがで
きました。
研究授業の食に関する指導は、１年生の家庭科の中で行いました。実習３日目、４日目と１時間ずつ授

業を実施し、反省と修正をし、最終日に研究授業に臨みました。
題材名：「朝食の重要性を理解して、活動的に1日を過ごそう」
目標：・朝食の重要性を理解し、自ら進んで朝食を食べようとする意欲をもつ。
　　　・�朝食をしっかり食べるためにはどのような行動を取るべきであるか理解し、各個人が自分に合わ

せた計画を立て実践できる。
生徒が、学んだことを実際の生活で実践できることを目標としたため、「理想の朝食を考える」のでは

なく、調理せず食べられる、調理に手がかからないハムや納豆、卵、トマト、ヨーグルト、野菜ジュース
などを例に挙げながら「今の朝食をレベルアップさせてみよう」という学習課題を設定しました。自分の
身の回りのことを自ら選択して行動に移すことが可能となる時期であるという中学生の実態を踏まえ、「ど
のように考えて何を選択するか」に重点を置き、「自身の“食生活”をつくっていく力を育む第一歩とす
ること」を意識し、授業を実施しました。実習後2ヶ月に指導教諭からメールを頂戴する機会があり、そ
の中で『朝食の授業の後、朝ごはんに目玉焼きを自分で作るようになったよ、という生徒や、ほとんど食
べてなかったけど、朝もヨーグルトと果物を食べるようになったよ、という生徒がいました。ちゃんと、
生徒の心と生活に届いていましたね』とお言葉をいただきました。実践に繋げるという目標が幾分か達成
できたでのはないかと思います。さらに、研究授業では、生徒にとって取り組みやすい、理解しやすい、
望ましい授業の組み立てを意識することの重要性を学びました。教師が生徒のためを思って伝えたい情報
を詰め込む授業ではなく、生徒の“気付き”を授業の中に組み込み、「自分で気づいた、考えたことによ
る新たな知識・技能の獲得となるか」という視点で授業を構築することに課題があると感じました。
実習全体を通して、様々な教職員が協力して学校組織を運営していることがよく分かりました。また、

1番強く感じたことは「生徒のことを１番に、生徒のための何ができるかを考えること」の大切さです。
実習中は様々な先生方にご指導、お話をいただきましたが、一貫してこの考えがあり、学校はあくまでも
生徒のものであるという姿勢を忘れてはならないと実感しました。この学びと経験を今後に生かしていき
たいです。
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６）養護教諭（千葉県）
心理カウンセリング学科　吉原 彩華

私は5月に母校の小学校で教育実習をさせていただきました。3週間という短い期間でしたが、養護教
諭として必要な資質・能力や心持ち、他の先生方や関係者との関わり方に関して多くの学びを得ることが
できました。児童と関わり、その多様性や成長を知ることができて改めて養護教諭になりたいという思い
を強めることができました。
実習期間中は健康診断が多く、実施方法や注意点・学校医や学校薬剤師との連携、保護者への通知方法

などを学ぶことができました。養護教諭は一人職であるため、計画的に準備を行いほかの教職員に周知を
図ることで円滑な事前指導や当日の指導につながると理解しました。会場設営や実施においては、児童の
プライバシーの保護や環境整備のために鏡や窓のカギ、放送の有無・実施中の張り紙など様々なことに配
慮する必要があると学びました。また、限られた時間の中で進めるためには学校医と事前の打ち合わせで
健診方法の確認や記録について共有を図り、先生方とその日の日程や服装・動きの共有を徹底させること
が重要であると感じました。また、1年生や、情緒学級の児童など、初めてのことに対する不安や環境に
対して怖さを感じる子供に対して、事前の説明や個々に合わせた対応を行うことも円滑な運営につながっ
ていると理解しました。
更に、学校行事の一つである運動会にも参加させていただきました。養護教諭として子供たちに直接教

える場面はありませんでしたが、暑い中で子供たちの健康を守るための環境整備や服装・水分の注意喚
起、外練習での児童の体調管理など、行事においての養護教諭の役割や気をつけるべきことを学びました。
学級担任を持たない養護教諭だからこそ、全校児童の様子を観察して変化にいち早く気づけるようにする
こと、専門職として熱中症対策や救急処置の対応が大事であることを感じました。実際に運動会当日の児
童の頑張る姿や練習でうまくいかなかったことができるようになっている姿を見てとても感動しました。
教員は日々の子供の成長や変化を実感し、間近で支えられる仕事であると知ることができました。同時に
子供たちの安全を守り、正しい情報を教えていくことへの責任も感じた期間でした。
最終週には1年生に保健指導を行いました。今まで1時間分の指導案を作ったことがなく、実際に授業

を行ったこともなかったため、授業を行うまでの準備が上手くいかず学ぶことがたくさんありました。ひ
とつの授業を行うまでにたくさんの準備があることを実感しましたし、学級を持たない養護教諭にとっ
て、授業を行う学年や学級の実態把握・児童理解を行うことが児童にとって「わかる」授業にするために
大切だと理解しました。どういった言葉や言い回しなら伝わるのか・どのような配慮が必要なのかといっ
たことを担任の先生や学年主任の先生と共有して指導に当たることが「わかる」授業につながっていくと
感じました。
今回の講話や実践などの実習全体を通して、普段から児童の様子を観察し積極的に関わること、先生方

と連携を図り共有していくこと、先のことを考えて計画的に進めていくことの大切さについて沢山ご指導
いただきました。それには、保健室だけにとどまるのではなく自分から行動すること・情報共有や普段か
ら先生方と連携が取れるような関係性を築くこと、児童の安全を守り健康を保持増進させるための専門職
として常に学び続ける姿勢が必要であると理解しました。
最後に、お忙しい中実習を受け入れてくださった実習校の先生方、いつも熱心にご指導いただき、ご配

慮くださった大学の先生方に心から感謝申し上げます。実習と大学でのこれまでの学びを活かし、自身の
目指す養護教諭像を大切に、児童生徒に寄りそった学び続けることができる養護教諭として尽力していき
ます。
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７）特別支援学校教諭
子ども支援学科　橋本 思緒

私は２週間の特別支援学校での教育実習で児童一人ひとりの理解の大切さを学ぶことができました。こ
れまでの実習においても、その大切さは十分に理解していたつもりでしたが、今回の実習を通し、個の教
育的ニーズを把握し、きめ細かい教育を行う特別支援教育の現場では、児童一人ひとりに寄り添う姿勢が
大切であることをより実感しました。
私は、小学部4年生の学級に配属していただきました。この学級には、肢体不自由と知的障害を併せ有

している児童5名が在籍していました。コミュニケーションについては、音声言語でのやりとりが可能な
児童や、手話や身振りなどを通してやりとりを行う児童、視線や指さしで意思を伝えようとする児童と実
態は様々でした。児童一人ひとりのことを理解するために、最初は、児童の目線になることや児童の好き
なことを一緒に楽しむことから始めました。日なたぼっこが好きな児童と一緒に寝転がってみたり、一緒
に追いかけっこをしてみたりと少しでも多くの時間を児童と過ごすように意識しました。また、先生方の
児童とのコミュニケーションの取り方を観察し、自分なりに真似をしながらかかわりました。最初は、信
頼関係ができていないことなどもあり、先生方と同じようにコミュニケーションを取ることはできません
でしたが、日を重ねるごとにコミュニケーションを通して心が通じ合っていると感じる機会が増え、支援
に入らせていただけることも増えていきました。さらに、朝の会も定期的に担当し、当番の児童が自分で
考え、行動できるようなきっかけを作る大切さを学ぶことができました。そのきっかけはスケジュール表
や絵カードなど児童によって様々であり、児童が自分でやりたいと思えるような方法を考えることが教員
には求められているのだと感じました。
研究授業では算数を担当させていただくことになりました。これまでの算数の授業において、児童は1

から3までの数のさいころを使って、数に応じて具体物を取るといった学びの積み重ねがありました。そ
のため、今回の授業では、買い物ごっこを通して、3までの範囲の数を捉えることや物と物とを対応させ
ることを目的としました。好きな品物を選び、コインの数を確認して店員役に支払うことで、好きな品物
を手にできるという流れによって、児童が授業に意欲を持ち、楽しみながら数の捉え方を学べるようにし
ました。研究授業に向けて３回、算数の授業を担当させていただいたのですが、その日によって変わる児
童の姿から、教材や授業の内容を何度も考え直しました。その中で、児童と丁寧に向き合いながら、児童
のできること、苦手なこと、性格、コミュニケーションの取り方などの理解をすることが授業の内容や配
慮事項を考える上で大切であると気がつきました。そうした児童の理解があることで、その日によって変
化していく児童の姿にも臨機応変に対応し、児童の実態や授業の目的からずれることがなく、児童が主体
的に取り組むことのできる授業を作ることができるのだと学ぶことができました。
2週間の実習期間は本当にあっという間でしたが、先生方にも恵まれ、多くの学びを得ることができま

した。これまでの実習経験を生かしながら、より深い学びにつなげることができたと感じています。何よ
りも、児童のより良い成長のために日々努力をされている先生方と共に、児童への向き合い方や授業の在
り方について話し合い、授業を計画、実践、反省をしたことは、何にも代えがたい経験です。この経験を
必ず生かしながら、今後も学び続けていきたいと思います。
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１）幼稚園教諭（東京都中央区）
児童教育学科卒業　吉田 真衣

私は、大学を卒業後、特別区の公立幼稚園に勤め、現在は二年目として３歳児の担任をしています。
幼稚園教諭と小学校教諭のどちらにも興味があった私は、大学で幼稚園と小学校の両方の教育について

学びました。様々な授業で学んでいく中で、公立幼稚園のことを知りました。実際に保育を見に行かせて
いただくと、いきいきと遊ぶ子どもたち、育ちを支える教師の姿と保育環境を見ることができました。特
に、思わず遊んでみたくなる保育を展開する教師の姿は、私の目にとてもきらきらして映り、「私もあん
な風になりたい」と強く憧れたことを覚えています。
実際に、幼稚園教諭として働き始めると、右も左も分からないことばかりで不安と焦りの毎日でした。

そんな中でも、初めて担任する子どもたちは、いつも元気いっぱいに登園し、私に親しみの気持ちを寄せ
てくれました。子どもたちと遊んだり生活したりする日々の楽しさを感じる一方で、働き始めてから初め
て知る難しさも多くありました。いろいろな子どもがいる中で、一人一人に合った関わりや援助ができず
に思い悩んだり、思ったようにならないことが多く、落ち込んだりすることもありました。そんなとき、
子どもの無邪気で可愛らしい笑顔と「先生、大好きだよ」の言葉、私と一緒に考えてくださる園の諸先生
方の温かなご指導とご助言が、いつも私を支えてくれています。また、採用試験を受験すると決めたとき
から今日に至るまで、共に学び合い頑張ってきた仲間も、私を奮い立たせてくれています。二年目になり、
少しずつ慣れてきて、見通しがもてるようになった部分も出てきました。しかしながら、きめ細やかな関
わりと実態に応じた援助、遊びを豊かにする環境構成は、私にとって簡単なことではありません。いつま
でも学び続ける姿勢を大切に、これからも精進していきたいと思っています。
公立幼稚園は、充実した研修と盛んな研究があります。研修では、様々な講義を受けたり、他園の保育

を見せていただけたりします。また、講師の先生に自分の保育を見ていただき、直接指導をしていただけ
る機会もあります。研修を受ける中で、同期と日頃の悩みを打ち明け合ったり、講師の先生に素朴な疑問
を聞けたりすることは貴重な経験でした。そして研究では、園内のテーマに沿って保育を見たり実践した
り、講師の先生のご指導を受けたりすることができます。研究保育を通して、じっくりと子どもを観察す
ると、一人一人のよさを改めて感じることができたり、新しい援助や環境構成を知ったりすることができ
ました。園内だけでなく、区内外の研究会に参加する機会もあります。こうした研修と研究が、刺激の一
つとなって日々の保育に活かすことができるのは、公立幼稚園の魅力の一つだと感じています。
大学二年生の頃は、新型コロナウイルスの流行により、全てオンライン授業でした。自宅にてPCに向

かって課題をこなしたり授業を受講したりする毎日でした。四年生になり、教員採用試験に向けて友達と
一緒に励まし合いながら共に勉強した日々は、今でも大切な思い出です。思ったような大学生活が送れ
ず、もどかしいこともありましたが、夢に向かって少しずつ積み重ねてきた学びは、今に活かされている
ように思います。また、コロナ渦を経験したことで、日々を当たり前に送ることができる有り難さを実感
することができるようになりました。大学でお世話になった先生方、切磋琢磨した仲間、そして勤務して
いる園の諸先生方など、私を支えて下さる全ての方への感謝を忘れずに、これからも大好きな子どもたち
と笑顔で毎日を過ごしたいと思います。

 ２　卒業生教育実践報告
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２）幼稚園教諭
子ども支援学部　子ども支援学科卒業　原田 里緒

私は、四月から現在勤めている私立幼稚園で年少クラスの副担任をしています。実際に現場に出る中
で、保育者として子どもと関わること以外の仕事が沢山あることに驚きました。私が勤めている幼稚園
は、運動会やお芋掘り、お遊戯会、作品展、毎月のお誕生日会など行事が多くあります。例えば運動会で
は、子どもたちが園庭で練習をする際に、ダンスや競技によって必要な線をラインカーを使って引きまし
た。引く位置、大きさなどを覚え、急いで行う必要がありとても大変でした。運動会の二週間ほど前から
は、保育後の時間を使って当日に使う物の準備を行いました。各学年の先生方から必要な物があるか聞い
たり、足りないものがあれば園長先生に相談しながら用意を進めました。当日は、朝から小学校へ行き、
入場門の設置や注意書きの紙を貼るなどの作業を行いました。運動会が始まってからは、競技ごとにライ
ンを消し、新たなラインを引いたり、必要な道具があればそれを出すなどの副担任として仕事と、自分の
担当クラスや担当の競技ではその役割としての仕事を行いました。このように、ライン引きや道具の準備
などの仕事内容について学生時代意識して考えたことがありませんでした。しかし、これらの仕事は子ど
もたちが主役として輝くために必要な仕事であるとこれまでの期間で感じることが出来ました。
私は大学の四年間で、子ども主体の保育の重要性について学び、私自身としてもそのような保育を現場

でもしたいと思っていました。私が勤めている幼稚園は、音楽、体操、英語の時間がそれぞれ週に一回ず
つあります。それに加えて、製作や運動会やお遊戯会に向けたダンスなどの練習の時間など、皆で一緒に
同じことをする時間が一日の中で多くあります。その中で、「やりたくない」と言って部屋を出たり、座っ
て保育者の話しを聞くことが出来ず部屋の中で歩き回る子どもの姿が見られます。さらに、私の担当クラ
スでは、まだ自分の気持ちを自分で理解して表現することが難しい子どももいるため、保育者がゆっくり
その子どもに向き合い、寄り添うことでその子どもの気持ちを知り受け止めることが大切であると思いま
す。しかし、決められた時間の流れでクラスの活動は進んで行き、多くの子どもがいる中で一人のために
全員で待つことは出来ません。十分に時間を使いながら子どもの気持ちを聞き活動へ参加できるように言
葉によって促すことがとても難しいと感じます。このように、子どもの主体性を大事にすることが出来な
い場面が多くあり、自分自身が抱く理想の保育が、実際に目の前にいる子どもに対して出来ていないこと
を感じた時にとても悔しいと感じます。
以前、担当クラスの子どもで、登園してからなかなか朝の仕度をする気分にならない子どもがいました。

私は、その子どもの気持ちを理解し寄り添いたいと思い、「嫌なことがあったの？」などと声を掛けなが
らその子どもと一緒にいましたが、なかなか気持ちを切り替えることが出来ないでいました。そこへ、通
りがかった他のクラスの先生が、「手冷たそうだね」といいその子どもの手を握りました。するとその子
どもは、「外寒かったよ」と言い、表情が変わりました。そこから、「次は、何するの？」などと言葉を掛
けながら朝の仕度、排泄を一緒に見守って下さり、クラスの活動の流れに入ることが出来ていました。そ
の姿を見て、子どもの姿の変化に驚き学びになったと同時に、このような子どもへの関わり方の引き出し
が多くある保育者になりたいと思いました。子どもへの関わり方は、その子どもの性格や状況によって異
なると思います。これまで私が、子どもの気持ちを掴めずにいる時に他の先生方が、フォローして下さっ
たことが何度もありました。今後も、先輩保育者の姿を見て学びながら、自らも考え実践し、大学で学ん
だ「子ども主体」の大切さを忘れずに、子どもの気持ちを大切にすることが出来るよう保育者として成長
していきたいと思います。
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３）小学校教諭
児童教育学科卒業　蕨川 みなみ

私は小学校教諭4年目で、現在4年生の担任をしています。主な校務分掌は、総合的な学習の時間主任
と学校図書館主任です。教師として働いてきて、児童の成長を感じたときの嬉しさや、何気ない会話で笑
い合う楽しさを感じながら日々過ごしています。その反面、「どう発問すれば良かったのだろう」「こう
言ったら、もっと納得してもらえただろうか」と日々指導の難しさを感じています。私は、自分から話し
たり人に弱みを見せたりすることが得意ではありません。しかし、あたたかい同僚に恵まれ、悩みを聞い
てもらったりアドバイスをいただいたりと多くの人に支えられてきたから頑張ってこられたのだと思いま
す。教師は児童との関係はもちろんですが、同僚との関係もとても大切だと感じます。支えてくれる人へ
の感謝を忘れずに、そして少しずつですが、その恩を返せるように日々の指導に生かしていきたいと思い
ます。
私が学級経営で心がけていることの２つについて、お伝えします。１つ目は、児童一人一人が活躍でき

る場面・輝く場面をつくることです。漢字が得意な子や運動が得意な子、掃除をいつも頑張っている子、
休み時間に逆上がりの練習をコツコツしている子など一人一人の良いところを見つけ、授業の中や帰りの
会などで学級全体に広めるようにしています。すると、「〇〇くん、すごい！」「最後まで頑張ったね」「わ
たしも頑張るね」など、素直に褒め合ったり励まし合ったりする姿がよく見られます。褒められた子の嬉
しそうな表情も、称賛している子の表情もキラキラしていて、その姿を見ると自分自身も嬉しくなります。
一人一人が活躍できる場面・輝く場面をつくることで自己肯定感を高めるだけでなく、素直に相手のこと
を認め、良い刺激を与え合う関係づくりを目指しています。
もう１つは、失敗を恐れずにチャレンジすることです。蒔田晋治さんが書いた『教室はまちがうところ

だ』（絵・長谷川 知子、子どもの未来社、2004年）という本にもあるように、間違うことで伸びることは
たくさんあると思います。私も小学生の頃の手を挙げて発言して、間違えたことがたくさんありました。
それらは印象に残っていて、今でも覚えています。振り返ると、間違えた時の先生の反応がとてもあたた
かかったように思います。私も、「ナイスチャレンジ」「これで、もうきっと忘れないよ」などと声をかけ、
のびのびと発言できるような雰囲気づくりを心がけています。
初任の頃「先生にとってはこれから何回も同じところを授業するかもしれないけれど、子供にとっては

人生で一回の授業なんだよ」と言われたことがあります。この言葉は、教師は子供たちの成長に関わり、
人生に大きな影響を与えるため責任があると、とてもプレッシャーに感じますが、それがやりがいだと思
います。でも、心配しないでください。支えてくれる人はたくさんいます。悩んでいることや分からない
ことは、抱え込まずに同僚に相談すると、心が軽くなります。そして一生懸命に取り組めば、それが伝わっ
て子供も保護者の方も協力してくれると思います。
また、家政大学の友達は同じ悩みを共有できる大切な存在になります。このようにたくさんの人を頼り

ながら、子供たちが「明日も学校に行くのが楽しみだな」と感じ、学習だけでなく精神的にものびのびと
成長できるような学級を理想に、これからも仕事に励んでいきます。
みなさんも、「自分が教師になったらこんな学級にしたい」という目標をもって、これからも様々なこ

とを学んだり経験したりしてください。みなさんの学生生活、その先の教員人生が素敵なものとなること
を祈っています。
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４）中学校・高等学校教諭
栄養学科　栄養学専攻卒業　篠島 沙咲

教員になって８年、本採用になって６年経ちました。現在、埼玉県の高校で家庭科教諭・２学年担任と
して勤務しています。非常勤・臨時的任用教員・副担任・担任などの経験を経て、「教員」の様々な大変
さ・喜びを感じられました。
【教科指導について】
日常生活に行かせる知識を多く伝えること、五感を使って学べるようにすることを意識して教材研究を

しています。本校は全てのホームルーム教室にプロジェクターが設置されているので、パワーポイントで
授業展開をしています。写真・動画・イラスト等を取り入れることにより生徒の理解度が上がりました。
また、家庭科は実技教科のため実習を多く取り入れるよう意識しています。簡単なゲーム形式の授業や実
験を生徒たちは生き生きと取り組んでくれるので、私も嬉しい気持ちになります。調理実習では、座学で
は眠たそうにしている生徒が包丁をうまく使いこなしていたり、被服実習ではミシンのセッティングがで
きなかった生徒が、回数を重ねるうちにエプロンを完成させることができたりしました。実習を通して、
普段は見られない生徒の一面を発見でき、成長を感じられるため教員としてのやりがいを実感していま
す。
【生徒指導について】
私は高校生の時、校則は守るものだと考えていました。よって校則を破る生徒へどのような声掛け・指

導をするか悩みました。生徒が大人になった時に困らないように指導したいと思っていたため、厳しく指
導をしようと考え、強い口調で叱ることを試みました。しかし、生徒は指導に従うどころか避けるように
なってしまいました。その時、私は厳しいだけが指導ではないと学びました。また、生徒が教員に対して
困った言動をするには背景があると考える必要があると気づきました。そこから意識するようにしている
のは「まずは話を聞くこと」です。特に、なぜそのような行動をするのかを知ろうと心がけています。言
動の背景が分かるとそれに合わせた声掛けができるので、生徒が理解・納得することが増えました。
【学級経営について】
初めての担任では、自身がしっかりすることを意識しすぎていました。よって、行事、面談、進路指導

など、全てにおいて「しなければならない」と力みすぎていました。その様子は生徒にも伝わってしまい、
常に距離感がありました。生徒とコミュニケーションを取りたいが、どのように声を掛けようか悩み、自
信が持てないまま卒業生を送り出しました。２回目の１年生の担任になった時、学年会議で学年主任から
「生徒の良い面を探しましょう」と提案がありました。前回の回りの反省を生かし、声を掛ける時は良い
一面・感謝の気持ち・褒めることを生徒に伝えるよう意識しました。すると生徒は嬉しそうにしたり、生
徒から声を掛けてくれたりするようになりました。現在でも続けていますが、生徒たちが積極的に行動し
てくれるようになったと感じています。
【今後について】
教員になったばかりの頃は、何が分からないのかが分からず、誰に何を聞けば良いかも分からない状態

でした。それでも続けてこられたのは、生徒たちの笑顔・成長した姿を見られたからです。
教員の立場では毎年同じ内容の繰り返しかもしれませんが、高校生にとっては人生で１度しかありませ

ん。今関わっている生徒が充実した学校生活になるよう日々精進していきたいです。
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５）栄養教諭（埼玉県）
家政学部栄養学科管理栄養士専攻卒業　松戸 南

私は、4月から埼玉県の公立小学校で栄養教諭として勤務しています。一人職であるという覚悟はあり
ましたが、大学を卒業してまもなくの1人での配置は、不安がとても大きかったです。まず何をしなけれ
ばいけないのか、どのように進めていけばよいのかが全くわからない状況でしたが、管理職をはじめとす
る校内の先生方や同じ市内に勤務している栄養教諭の先輩方に教えていただきながら、少しずつ仕事を進
められるようになりました。初任者研修としての機関研修や校内研修を受け、栄養教諭としてのあり方を
日々学ばせていただいています。
栄養教諭の主な仕事は「給食管理」です。私が配属された学校は単独調理場方式で、約730食の給食の

献立を毎月立てています。配属される市町村によっては共通献立のところも多いですが、当市の単独調理
場方式校にはそれぞれに栄養教諭等が配置されており、学校ごとに給食献立を毎月作成しています。仕事
量は多いですが、児童の実態や食に関する指導と連動させた給食を提供できることや、自分のスキルアッ
プにつながることが利点であると考え、試行錯誤しながら励んでいます。また、食物アレルギーを有する
児童数が多く、食物アレルギーに対応した献立や調理工程にも配慮するなど、全員が安心・安全に食べら
れるよう努めています。
次に「食に関する指導」についてです。給食時は教室を巡回して子供たちと会話しますが、大学で学ん

だような3分間指導などはあまりできていないのが現状です。授業は担任の先生とのＴＴの形式で行って
います。授業は、一緒に授業をする先生との綿密な打ち合わせや、教具の作成、支援が必要な児童に対す
る手立ての準備など、事前準備が欠かせません。授業に出て話をするのはまだ少し緊張しますが、子供た
ちが興味をもって話を聞いてくれたり、その後の給食の喫食状況に変化が見られたりすると、栄養教諭と
しての専門性を生かすことの価値を感じ、自信につながりました。栄養教諭が授業に参加するのは必須で
はないので、自分から授業に参加できるように働きかけていく必要があります。今年度は、給食管理業務
が中心で指導が十分にできていないので、来年度以降に向けて、積極的に食に関する指導を行えるよう、
準備をしていきたいと思います。
4月からの勤務で感じたことは、コミュニケーションの重要性です。栄養教諭は全校児童、先生方、調

理員、食品業者など多くの人々と関わります。仕事をする中で、わからないことや不安に思っていること
があったら、そのままにせず、他の先生や栄養教諭の先輩方に相談することが大切です。まだまだ自分の
力不足を感じることはありますが、恵まれた環境に感謝し、学び続けることを忘れずに、子供たちの生き
る力を育めるような栄養教諭となれるよう、精一杯頑張っていきます。
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６）養護教諭（東京都）
心理カウンセリング学科卒業　池田 優衣

私は、令和６年度４月から東京都葛飾区にある特別支援学校の養護教諭として働いています。
私が勤務する学校はろう学校であり、聴覚に障害がある幼稚部から高等部までの子供が在籍していま

す。
自分が特別支援学校で働くことを予想していなかったため、４月当初はとても緊張していました。しか

し、優しい２人の先輩養護教諭の方々のご指導のおかげで、徐々に慣れることができました。
養護教諭が３人配置されていることは珍しいと思いますが、救急処置の時に複数の養護教諭で対応でき

るので安心です。他の業務に関しては、保健だより、健康相談活動、スポーツ振興センターの手続きなど
を、その都度分担して、なるべく全員が色々な仕事に携われるように工夫をしています。
本校には、医療的ケア児が一名在籍しており、気管切開部や胃ろう部の衛生管理や、痰の吸引、水分注

入を看護師が行っています。養護教諭は、緊急時のマニュアル作成に関与したり、看護師と教員との連携
支援をしたり、医療的ケアに関する研修の企画・運営に参画したりしています。
私は、入職当初、医療的ケアに関する知識が浅く、わからないことが多々あり戸惑うことが少なくあり

ませんでした。現在は、特別支援学校に限らず、どの校種においても、医療的ケア児が在籍していること
はあるので、学生のうちに、医療的ケアに関する知識をしっかりと習得しておく必要があると思います。
また、現在勤務している中で、一番の課題だと感じているのは手話の難しさです。子供との日常会話や、

救急処置の際に受傷機転を確認するためのコミュニケーション方法は手話か筆談です。手話は子供から学
んだり、他の教員の手話を見て覚えたり、本やインターネットから情報を集めたりします。手話を読み取
ることができず、何度も同じことを聞いてしまったり、最後まで理解するのが難しかったりすることもあ
ります。間違った解釈をして、適切な処置ができないということは避けたいので、そういった時は担任教
諭に協力していただきながら丁寧に話を聞いて処置します。また、救急処置の際は、担任教諭以外にも管
理職や、授業担当の教員との連携も欠かせません。特に首から上の怪我は慎重に対応し、必ず管理職に報
告しています。
連携の大切さについては大学の救急処置実習の授業や、病院実習で学びました。特に病院実習では、患

者さんが抱えている課題に対し、病院内の異なる職種の人が情報を共有したり協働したりすることで、多
方面から支援できるということを学びました。このことを生かし、救急処置以外の場面でも、子供の課題
に応じてスクールカウンセラーや学校医につなぎ、多方面から支援できるよう意識をしています。今は、
２名の先輩養護教諭が中心となって、連携を図ることが多いですが、これからは養護教諭としての自分の
意見を、学校内外の関係職員や専門職に伝えられるように、根拠を持って考えることを意識したいと思い
ます。
来年度は、ろう学校での養護教諭2年目となります。
手話をより上達させて子供とのコミュニケーション量を増やし信頼関係を築くこと、今よりも自信を

持って救急処置を行うこと、保健教育の機会を増やすことを目標にして日々努力していきたいと思いま
す。
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教職センター「年報」規程
Ⅰ　総則
１　教職センターは本学の教員養成の実績を報告することを目的として、毎年度「年報」を前期号・
後期号の2号刊行するものとする。「年報」の編集作業を行うために、年報編集委員会を組織する。
編集委員代表と編集委員は教職センター所長による指名とする。なお、「年報」には、投稿論文、
教職センターによる教員養成の当該年度の報告、その他編集委員会が掲載する必要があると認め
るものを掲載するものとする。投稿論文については、次項以降に規定する。

２　投稿論文の投稿者（筆頭執筆者）は原則として、本学の専任教員に限る。筆頭執筆者が本学専任
教員でない場合は事前申込までに編集委員に相談できることとし、編集委員会は掲載の可否をそ
の都度審議することとする。

３　投稿論文は他の出版物に未発表のものに限る。
４　投稿論文は日本語のものとする。
５　投稿論文の内容は「教育」「教員養成」に関したものに限る。
６　投稿論文は下記の種類のものとする。
　　①　論文　　②　調査報告
７　投稿論文においては、著作権へ配慮した引用、投稿規定の遵守、また、研究協力者・対象への倫
理的配慮に留意する。

８　本「年報」の英語表記は、「Bulletin of Center for Teacher Education and Research」とする。
９　本規程の改廃は、教職センター運営委員会の審議によるものとする。

Ⅱ　投稿の規約
１　投稿の提出期限は、前期号9月20日、1月8日とする。なお、掲載を希望する者は、前期号8月
20日、後期号12月8日までに教職センターに申し出ること。

２　原稿提出先は教職センターとする。
３　提出された原稿は、提出期限後の年報編集委員会において掲載の可否を決定する。なお、その際、
訂正の指示がある場合にはその指示に従い修正すること。

４　論文・調査報告1編の長さは、出来上がり誌面10ページ以内とする。
５　論文・調査報告の書式等については、本学「研究紀要投稿細則」の「Ⅲ　執筆の規約」に準ずる
ものとする。ただし、抄録はつけなくともよい。

Ⅲ　著作権
掲載された論文等の著作権の扱いは以下のとおりとする。
①　著作権は、著者に帰属するものとする。
②　著作権者は、複製権・公衆送信権等、出版やオンラインの公開・配信について、東京家政大
学教職センターに著作権上の許諾を与えるものとする。

③　著作権者は、論文等の電子化、東京家政大学機関リポジトリへの登録、公開・一般利用者の
閲覧・ダウンロード等について、リポジトリを管理・運用する東京家政大学図書館に著作権
上の許諾を与えるものとする。

④　論文を投稿する者は、電子化・オンライン上での公開にあたり、以下の者から著作権上の許
諾を予め得ておくものとする。
（a）共著者がいる場合は、そのすべての共著者
（b）引用図版・写真等がある場合は、その図版・写真著作権者
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附　則
この規程は、平成27年12月1日から適用する。
附　則

この改正された規程は、平成29年7月6日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附　則

この改正された規程は、令和2年9月24日から施行・適用する。
附　則

１　「教員養成教育推進室「年報」規程」におけるⅢ②の「教員養成教育推進室」は「教職センター」と
読み換える。

２　この改正された規程は、令和3年5月27日から施行・適用する。



編集後記

「東京家政大学教職センター年報」第19号をお届けいたします。
個人的には、教職センターの所長を拝命仕り、新しい仕事を覚えつつも、少な

い判断材料の中から適切な判断を要求されるような事案も増え、なにかと慌ただ
しく過ぎていった一年でした。それでもなんとか大過なく（たぶん）やれている
のは、教職センターのスタッフのみなさんや教職課程に関わる先生方に支えられ
ているおかげかと思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

「年報」編集委員代表　鵜殿　篤
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